IT点呼規程追加条文

（目的）
第１条
同一事業者内の安全性優良事業所の認定（以下、「Ｇマーク」という。）を取得している営業所について、次に掲げる場所において、運行管理者等との対面点呼に代えて、国土交通大臣が定めた機器（以下、「IT点呼機器」という。）を用い点呼（以下、「IT点呼」という。）を実施するものとする。
⑴．点呼実施営業所とその車庫間
⑵．点呼実施営業所車庫と同営業所別車庫間
⑶．点呼実施営業所と被点呼実施営業所間
⑷．点呼実施営業所車庫と被点呼実施営業所間
⑸．点呼実施営業所車庫と被点呼実施営業所車庫間

２　次のいずれにも該当する場合は、「Ｇマーク」を取得していなくても点呼実施営業所とその車庫間に限り「IT点呼」を実施できるものとする。
　　⑴　開設されてから３年を経過していること。
　　⑵　過去３年間所属する貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号。以下「事故報告規則」という。）第２条に規定する事故を発生させていないこと。
　　⑶　過去３年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。
　　⑷　地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行った直近の巡回指導において、総合評価が「Ｄ・Ｅ」以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること又は巡回指導時に総合評価が「Ｄ・Ｅ」若しくは点呼の項目の判定が「否」であったものの、３か月以内に改善報告書が提出され、総合評価が「Ａ・Ｂ・Ｃ」であり、点呼の項目の判定が「適」に改善が図られていること。

（実施要件）
第２条
第１条により「IT点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとする。
⑴　ＩＴ点呼実施場所には「IT点呼機器」を設置すること。
⑵　運行管理者等は「ＩＴ点呼」実施営業所の「IT点呼機器」を使用し、「ＩＴ点呼」を行うこと。
なお、「ＩＴ点呼」の際、運転者の所属する営業所名および運転者のＩＴ点呼場所を確認すること。
⑶　運転者は被ＩＴ点呼実施営業所または当該営業所の車庫において、「IT点呼機器」を使用し「ＩＴ点呼」を受けること。なお、車庫において使用する機器は設置型端末、携帯型端末を問わないものとする。

（点呼の方法）
第３条
⑴　「IT点呼」の実施は、　　時から　　時までの間とし、内容は、通常行う点呼（運行管理規程〇条～〇条）に準じ実施すること。また、「IT点呼」を実施する場合は、１営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし自営業所とその車庫間、または自営業所車庫間で実施する場合を除く。
⑵　点呼記録簿に記録する内容を、双方の営業所で記録し、保存すること。
⑶　ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者等は、点呼実施後、速やかにその記録した内容を運転者の所属する被ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者に通知すること。
⑷　被ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者は当該点呼の実施者の名前、ＩＴ点呼実施営業所の名称および通知内容を点呼記録簿へ記録し、保存すること。

（IT点呼実施時の遵守事項）
第４条
⑴管理者は、自営業所の補助者及び乗務員に対し、正確な点呼を行うために、IT点呼機器の使用方法及び注意事項その他必要な事項を、事前に指導・教育すること。 
⑵管理者は、「IT点呼」を実施する前に、報告内容を確認し、実施場所及び実施方法を把握しておくこと。 
⑶管理者は、IT点呼機器に不具合、故障等が生じた場合は、対面もしくは対面と同等とれる方法で点呼を行い、速やかに修理依頼を行うこと。また、事前に故障時の連絡体制を把握しておくこと。
⑷　被ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者等は、ＩＴ点呼実施営業所において本規程で定める適切な点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報をＩＴ点呼実施営業所の運行管理者に伝達すること。

（IT点呼に係る届出について）
第５条　
「ＩＴ点呼」を実施しようとする場合においては、管理者は要件を満たすことを確認し、当該点呼を実施する１０日前までに、ＩＴ点呼実施営業所および被ＩＴ点呼実施営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記載した「ＩＴ点呼に係る報告書」を提出していること。これを変更しようとする時は変更の実施に先立ち提出、または終了しようとする時には遅滞なく、「ＩＴ点呼に係る報告書」を提出すること。
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（目的）
第1条
同一事業者内の安全性優良事業所の認定（以下、「Ｇマーク」という。）を取得している営業所について、２地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業所内の一のＧマーク営業所に所属する運転者が、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、業務前点呼又は業務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない等の運行上やむを得ない場合にのみ、同一事業者内の他のＧマーク営業所の運行管理者等により国土交通大臣が定めた機器（以下、「IT点呼機器」という。）を用いた点呼（以下「遠隔地ＩＴ点呼」という。）を当該運転者が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えて実施できるものとする。

（実施要件）
第2条
第１条により「遠隔地IT点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとする。
⑴　ＩＴ点呼実施場所には「IT点呼機器」を設置すること。
⑵　運行管理者等は「遠隔地ＩＴ点呼」実施営業所の「IT点呼機器」を使用し、「遠隔地ＩＴ点呼」を行うこと。
なお、「遠隔地ＩＴ点呼」の際、運転者の所属する営業所名および運転者のＩＴ点呼場所を確認すること。
⑶　運転者は被ＩＴ点呼実施営業所または当該営業所の車庫において、「IT点呼機器」を使用し「ＩＴ点呼」を受けること。なお、運転手が車庫において使用する機器は設置型端末、携帯型端末を問わないものとする。

（点呼の方法）
第３条
⑴　「IT点呼」の実施は、　　時から　　時までの間とし、内容は、通常行う点呼（運行管理規程〇条～〇条）に準じ実施すること。また、「遠隔地IT点呼」を実施する場合は、１営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、別で定める「ＩＴ点呼」を実施する場合にあっては、営業所間における「ＩＴ点呼」の実施とあわせて１営業日のうち連続する16時間以内する。
⑵　点呼記録簿に記録する内容を、双方の営業所で記録し、保存すること。
⑶　遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者等は、点呼実施後、速やかにその記録した内容を運転者の所属する被遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者に通知すること。
⑷　被遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者は当該点呼の実施者の名前、ＩＴ点呼実施営業所の名称および通知内容を点呼記録簿へ記録し、保存すること。

（IT点呼実施時の遵守事項）
第４条
⑴管理者は、自営業所の補助者及び乗務員に対し、正確な点呼を行うために、IT点呼機器の使用方法及び注意事項その他必要な事項を、事前に指導・教育すること。 
⑵管理者は、「遠隔地IT点呼」を実施する前に、報告内容を確認し、実施場所及び実施方法を把握しておくこと。 
⑶管理者は、「IT点呼機器」に不具合、故障等が生じた場合は、対面もしくは対面と同等とれる方法で点呼を行い、速やかに修理依頼を行うこと。また、事前に故障時の連絡体制を把握しておくこと。
⑷　被遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者等は、遠隔地ＩＴ点呼実施営業所において本規程で定める適切な点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の運行管理者に伝達すること。

（IT点呼に係る届出について）
第５条　
「遠隔地ＩＴ点呼」を実施しようとする場合においては、管理者は要件を満たすことを確認し、当該点呼を実施する１０日前までに、ＩＴ点呼実施営業所および被ＩＴ点呼実施営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記載した「ＩＴ点呼に係る報告書」を提出していること。これを変更しようとする時は変更の実施に先立ち提出、または終了しようとする時には遅滞なく、「ＩＴ点呼に係る報告書」を提出すること。

